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① 看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護事業所の看護職員

が、訪問介護事業所の訪問介護員等に対し、たんの吸引等の業

務が円滑に行われるよう、たんの吸引等に係る計画書や報告書

の作成及び緊急時等の対応についての助言を行うとともに当該

訪問介護員等に同行し、利用者の居宅において業務の実施状況

について確認した場合、又は利用者に対する安全なサービス提

供体制整備や連携体制確保のための会議に出席した場合に算定

する。なお、訪問介護員等と同行訪問した場合や会議に出席し

た場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。

② 当該加算は、①の訪問介護員等と同行訪問を実施した日又は

会議に出席した日の属する月の初日の訪問看護の実施日に加算

する。

③ 当該加算は訪問看護が二十四時間行える体制を整えている事

業所として緊急時訪問看護加算を届け出をしている場合に算定

可能である。

④ 訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護員等と同行し、たん

の吸引等の実施状況を確認する際、通常の訪問看護の提供以上

に時間を要した場合であっても、ケアプラン上に位置づけられ

た訪問看護費を算定する。

⑤ 当該加算は訪問介護員等のたんの吸引等の技術不足を補うた

めに同行訪問を実施することを目的としたものではないため、

訪問介護員等のたんの吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目

的で、訪問看護事業所の看護職員が同行訪問を実施した場合は、

当該加算及び訪問看護費は算定できない。

⒅ サービス提供体制強化加算 (23) サービス提供体制強化加算について

① ３⑹①から⑥までを参照のこと。 ① ３⑺①から⑥までを参照のこと。

② 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をい ② 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をい

うものとする。具体的には、平成二十一年四月における勤続年 うものとする。具体的には、平成二十一年四月における勤続年

数三年以上の者とは、平成二十一年三月三十一日時点で勤続年 数三年以上の者とは、平成二十一年三月三十一日時点で勤続年

数が三年以上である者をいう。 数が三年以上である者をいう。

③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数 ③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数

に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、 に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、

社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員 社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員

として勤務した年数を含めることができるものとする。 として勤務した年数を含めることができるものとする。

５ 訪問リハビリテーション費 ５ 訪問リハビリテーション費
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⑴ 算定の基準について ⑴ 算定の基準について

① 訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日（介 ① 訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日から

護老人保健施設の医師においては、入所者の退所時又は当該老 三月以内に行われた場合に算定する。また、別の医療機関の医

人保健施設で行っていた通所リハビリテーションを最後に利用 師から情報提供を受けて、訪問リハビリテーションを実施した

した日あるいはその直近に行った診療の日）から一月以内に行 場合には、情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提

われた場合に算定する。別の医療機関の医師から情報提供を受 供の基礎となる診療の日から三月以内に行われた場合に算定す

けて、訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供 る。

を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療 この場合、少なくとも三月に一回は、リハビリテーションの

の日から一月以内に行われた場合に算定する。 指示を行った医師は当該情報提供を行った医師に対してリハビ

リテーションによる利用者の状況の変化等について情報提供を

行う。なお、指示を行う医師の診療の頻度については利用者の

状態に応じ、医師がその必要性を適切に判断する。

② 訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の ② 訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の

看護に当たる者に対して一回当たり二十分以上指導を行った場 看護に当たる者に対して一回当たり二十分以上指導を行った場

合に、一週に六回を限度として算定する。 合に、一週に六回を限度として算定する。

③ 事業所が介護老人保健施設である場合にあって、医師の指示 ③ 事業所が介護老人保健施設である場合にあって、医師の指示

を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の

居宅を訪問して訪問リハビリテーションを行った場合には、訪 居宅を訪問して訪問リハビリテーションを行った場合には、訪

問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の時 問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の時

間は、介護老人保健施設の人員基準の算定に含めないこととす 間は、介護老人保健施設の人員基準の算定に含めないこととす

る。なお、介護老人保健施設による訪問リハビリテーションの る。なお、介護老人保健施設による訪問リハビリテーションの

実施にあたっては、介護老人保健施設において、施設サービス 実施にあたっては、介護老人保健施設において、施設サービス

に支障のないよう留意する。 に支障のないよう留意する。

⑵ 指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物に居住する利

用者に対する取扱い

訪問介護と同様であるので、２⑾を参照されたい。

⑵ 「通院が困難な利用者」について ⑶ 「通院が困難な利用者」について

訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して 訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して

給付することとされているが、通院によるリハビリテーションの 給付することとされているが、通所リハビリテーションのみでは、

みでは、家屋内におけるＡＤＬの自立が困難である場合の家屋状 家屋内におけるＡＤＬの自立が困難である場合の家屋状況の確認

況の確認を含めた訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネ を含めた訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメント

ジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーショ の結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算

ン費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、 定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院に

通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通院サー より、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービス

ビスを優先すべきということである。 を優先すべきということである。
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⑶ 集中的な訪問リハビリテーションについて ⑷ 集中的な訪問リハビリテーションについて

集中的な訪問リハビリテーションとは、退院（所）日又は認定 集中的な訪問リハビリテーションとは、退院（所）日又は認定

日から起算して一月以内の期間に行われる場合は一週につき概ね 日から起算して一月以内の期間に行われる場合は一週につき概ね

二日以上、一日当たり四十分以上、退院（所）日又は認定日から 二日以上、一日当たり四十分以上、退院（所）日又は認定日から

起算して一月を超え三月以内の期間に行われる場合は一週につき 起算して一月を超え三月以内の期間に行われる場合は一週につき

概ね二日以上、一日当たり二十分以上実施する場合をいう。 概ね二日以上、一日当たり二十分以上実施する場合をいう。

⑷ 注２について ⑸ 注３について

訪問介護と同様であるので、２⒁を参照されたい。 訪問介護と同様であるので、２⒃を参照されたい。

⑹ 訪問介護事業所のサービス提供責任者に対して行う指導及び助

言について

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下５において「理

学療法士等」という。）が訪問介護事業所のサービス提供責任者

に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の身体の状況、家屋の

状況、家屋内におけるＡＤＬ等の評価を共同して行い、かつ、当

該理学療法士等がサービス提供責任者に対して、訪問介護計画を

作成する上での必要な指導及び助言を行った場合に、三月に一回

を限度として算定する。この場合において、指導及び助言を行っ

た日を含む月の翌月から翌々月までは当該加算は算定できない。

なお、当該加算を算定する日は、算定できる訪問リハビリテーシ

ョン費は一回までとする。

また、理学療法士等は指導及び助言の内容について診療録に記

載しておくこと。

⑺ 頻回のリハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を

行った場合の取扱い

注６の「急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーシ

ョンを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合」とは、保険

医療機関の医師が、診療に基づき、利用者の急性増悪等により一

時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要性を認め、計画

的な医学的管理の下に、在宅で療養を行っている利用者であって

通院が困難なものに対して、訪問リハビリテーションを行う旨の

指示を行った場合をいう。この場合は、その特別の指示の日から

十四日間を限度として医療保険の給付対象となるため、訪問リハ

ビリテーション費は算定しない。

⑸ サービス提供体制強化加算について ⑻ サービス提供体制強化加算について

① ４⒅②及び③を参照のこと。 ① ４(23)②及び③を参照のこと。
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② 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療 ② 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数が三年以上 法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数が三年以上

の者が一名以上いれば算定可能であること。 の者が一名以上いれば算定可能であること。

⑹ 記録の整備について ⑼ 記録の整備について

① 医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対して行 ① 医師は、理学療法士等に対して行った指示内容の要点を診療

った指示内容の要点を診療録に記入する。 録に記入する。

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーシ 理学療法士等は、リハビリテーション実施計画書の内容を利

ョン実施計画書の内容を利用者に説明し、記録するとともに、 用者に説明し、記録するとともに、医師の指示に基づき行った

医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した 指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録にとどめておく。

時間を記録にとどめておく。なお、当該記載については、医療 なお、当該記載については、医療保険の診療録に記載すること

保険の診療録に記載することとしてもよいが、下線又は枠で囲 としてもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別

う等により、他の記載と区別できるようにすることとする。 できるようにすることとする。

② リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担 ② リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担

当者等）は利用者ごとに保管され、常に当該事業所のリハビリ 当者等）は利用者ごとに保管され、常に当該事業所のリハビリ

テーション従事者により閲覧が可能であるようにすること。 テーション従事者により閲覧が可能であるようにすること。

６ 居宅療養管理指導費 ６ 居宅療養管理指導費

⑴ 同一建物居住者について

同一建物居住者とは、以下の利用者をいう。

ア 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービ

ス付き高齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居又

は入所している複数の利用者

イ 短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護（宿泊サービス

に限る。）、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス（宿泊

サービスに限る。）、介護予防短期入所生活介護、介護予防小規

模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、介護予防認知症

対応型共同生活介護などのサービスを受けている複数の利用者

⑴ 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について ⑵ 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について

① 算定内容 ① 算定内容

主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、 主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、

計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、 計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、

指定居宅介護支援事業者（指定居宅介護支援事業所に属し、利 介護支援専門員（指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護

用者に居宅介護支援を行う介護支援専門員。以下この項におい 支援を受けている居宅要介護被保険者については居宅サービス

て「ケアマネジャー」という。）等に対する介護サービス計画 計画（以下６において「ケアプラン」という。）を作成してい

（以下この項において「ケアプラン」という。）の策定等に必 る介護支援専門員を、特定施設入居者生活介護、小規模多機能

要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サ 型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設


